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2日 田県では、 県外のスポーツ団体を
対象に、 県内のスポーツ施設及び宿泊施設を利
用して実施ずるスポーツ合宿等を支援しまず。

J Ⅹ 「スポーツ合宿等」 には練習 ・ 交流試合遠征も含まれます。

●補助金帝捜の概要

●申請受付期間 ・ 交付法定時期Ⅱ

米I 1人I泊あま り の伯旧費が， 切単価を下回る場合は 実費が十 助額となり ます
米2 同一スポーツ団体への補助は、 通算3年を限度と しており ます。
●申請方法

補助金交付申請書に必要事項を記入の上、 スポーツ振興課に提出してく ださい。

区分によって申請受付期間が異なりま刃

Ⅹ 書類が整っ力 申請山の先着順と します なお 甲 冑受付期間内であっても申請額の合計が
予算額に達した時点で受付を終了します。

申請書受理後、 内容の審査を行い、 補助事業及び補助額を決定します。

(裏面に続きます)
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補 助 対 象 者 補助対象要件 補 坊 領

/h匡嚢酪守ニ嚢杏暴寄嵩キ
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新たに県内合宿等な行う場合
2， 000円Ⅹ参加者数Ⅹ宿油口数
引き続き県内合宿等な行う場合
]， 000円Ⅹ参加者数Ⅹ宿油口数

[上限額30方円]

害哀I韓喜姦青童基声-y苗可俺茗善言アだ品吊

目 塞 合 宿 等 実 施 期 間 申 請 受 付 期 間 交 付 決 定 時 期

薯裏i平成24年眩蔑25車3 月31日 平成24年4 月5 目 (蔑)左7円3I目 (火) 平成考チ篆轟冨下旬

在ニ天 平成24年眩蔑25車3円31 目 平成24年4J月5 日至蔑24品5円31日 (木) 平成紺缶轟晶ア旬

2日 、 の ー
戸

対象に、 県内のスポーツ施設及び宿泊施設を利
用して実施するスポーツ合宿等を支援します。



●申請から補助金の交付までの流れ
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●補助金制度に関するQ&A

ⅩI     I人1泊あたり の宿泊費が補助単価を下回る場合は、 実費が補助額となり ます。
Ⅹ2    同一スポーツ団体への補助は、 通算3年を限度と しており ます。

関係要領、 申請様式、 補助金制度の詳しい内容は、 下記にお問い含わせしていただくか、
「秋田県スポーツ振興課」 で検索の上、 ご覧ください

/@申請書の提出 ・ 問い台わせ先 スポーツを秋田の活カと発展のシンポルに  へⅩ
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秋田県偉光文化スポーツ部スポーツ振興課
胡整 ・ スポーツ活性化班

T010-8580 秋田市山王三T目 1-1 
電話 : 018-860-1239     FAX : 018-860-3876 
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㎏・ しニ苦ふ挙少年団や県代表選抜チームのよ うな、 学校枠を超えた団体でも該当するので

・A- 該当になり ます。

ほ・ 秋田県内で開催される大会に出場する場合、 補助の対象になるの-でしよ うか?
A-・ 債ニ千モ二室釜圭二億三三ミ圭三臣五苦下まニ二挺崖士士そそぞまき三子㌃。て白瘍暮蕗昔
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